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はじめに（井出 成蹊大学名誉教授）

【井出】　皆様、お忙しいところをお集まりいた

だきまして、ありがとう

ございます。 本日のパ

ネルディスカッションで

すが、まず冒頭で趣旨の

説明をさせていただきま

す。

　資料1 をご覧ください。皆様御存じのように、

土地の評価におきましては、現況を把握しなけ

ればならないですし、評価額の計算、課税標準

の特例などもあります。 そういった多くの幾

つものプロセスがあるわけですが、それらを正

確かつ効率的に実施することが求められており

ます。

　ところが、膨大な課税客体があり、それらの

利用も頻繁に変化しております。 一方、皆様

の自治体の職員の方々も非常に数が少なくなっ

ておられると伺っております。 そうしますと、

どうしても人手不足のために、課税誤りが生じ

やすくなってくるという状況にあります。 そ

の中でいかに正確性を確保していくか、また解

決方法の一つとして税額決定に至るプロセスを

中心にいかにデジタル技術を活用していくか、

これらは国全体の課題でもあります。 固定資

産税の評価のなかでも、特に本日は土地の評価

について、突っ込んだテーマを設定させていた

だき、様々なパネリストの方々からの現状報告、

そして問題提起、解決策などについて御意見を

頂きたいと思っております。

左より篠原氏、佐藤氏、浅尾氏、井出氏、藤原氏、川口氏、奥田氏
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　資料2 をご覧ください。 総務省でも、課税

の誤りについてということで幾つか調査をして

いただいておりますが、9通りに整理している

のですが、中でも特に土地に関しては、現況の

地目というものを把握することが一つの大きな

ネックになっているということと、そして負担

調整措置や住宅用地特例などの特例があり、そ

れを正確に適用すること、この2点で、修正を

迫られる事例が起きています。

　資料3 をご覧ください。 資産評価システム研

究センターでもいろいろ検討していますが、ど

ういったところからミスが生じやすいのかと見

てみますと、何よりも現況の調査、この部分に

多くの人手と時間を要する、そして様々なデー

タを活用しなければいけないためにミスが生じ

やすいことがいろいろ分かってまいりました。

　ということで本日は、このテーマを設定させ

ていただきまして、特にデジタル技術の活用で

も現況調査と特例の適用、この辺りを中心に話

を進めさせていただきます。

　それでは、まず第1部に入らせていただきま

す。 第1部では、行政関係者の方々から課税の

誤りや修正の実態と対応、そして、業務を受託

されます業者の方々や有識者の方々からはそれ

ぞれの立場から、こういったことに課題がある

よということをお話しいただいて、第2部では

意見交換となります。

第１部　プレゼンテーション
（現状と課題）

【井出】　では第1部、行政関係者の方々の方か

ら順に、それぞれの立場の課題について御発表

いただきます。 まず冒頭では、固定資産税の

制度を所管している総務省の奥田課長から、納

税者の信頼性確保の重要性について御発表いた

だきます。 よろしくお願いいたします。

全国の市町村の税額修正の原因と
現況調査の実態

（奥田 総務省固定資産税課長）

【奥田】　総務省固定資産税課長の奥田でござい

ます。

　 資 料4 を ご 覧く だ さ

い。 固定資産税の課税

誤りにつきましては、総

務省といたしましても、

その実態把握に努めてお

ります。 また、課税庁である市町村、関係団

体と連携して、課税誤りの防止策に係る具体的

事例を取りまとめるなど、防止に向けた取組を

進めてきているところでございます。 しかし、

重大な課税の誤りが判明する事例が後を絶たな

いという状況でございまして、令和6年4月に

ご覧の通知を発出して、納税者の信頼性確保の

ために、各市町村において課税誤りが生じない

よう、課税客体などの的確な把握に努めるよう

助言したところでございます。

　資料5 をご覧ください。 少し古いものですけ

れども、平成24年度に、今日の主催である資産

評価システム研究センターが、「課税に対する

信頼の確保等について」をテーマに調査研究を

行っております。 この報告書において、課税誤

り防止の観点から、税額修正の原因ですとか、
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防止策の事例が取りまとめられております。

　それで、いろいろな課税誤りの事例があるの

ですけれども、その原因の一つに挙げられてい

るのが、次の資料6 にございますように、課税

対象となる土地や家屋の現況を適正に把握でき

ていないという点であります。

　資料8 をご覧ください。 地方税法第408条と

いうのが一番上にありますけれども、法律にお

いて、市町村に年1回の現況調査を求めており

ます。 しかし、職員が減少する中で、限られ

た人員で市町村全域の土地家屋の状況を把握す

ることは大変な作業となっております。

　そこで、その下に書いてありますけれども、

平成5年に現況調査を効率的に実施する手法と

して、航空写真を活用した現況調査を推奨する

文書を総務省から発出しております。

　資料9 をご覧ください。 直近、令和6年4月

1日付で、固定資産の現況調査に係る実態調査

の調査結果及び先進事例をまとめ、公表してお

りまして、これについて触れたいと思います。

この調査の時点は令和4年度末時点ということ

でございます。

　この調査の背景ですけれども、近年、いわゆ

るドローンですとか衛星による写真撮影、AI

による画像解析の新たな技術が開発されている

ところでありまして、実際、市町村がどのよう

な技術を使っているかということを把握したも

のでございます。

　資料10 をご覧ください。 実際、ご覧いただ

きますように、固定資産の現況調査におきまし

て、9割が航空写真を活用しているという状況

が分かります。

　資料11 をご覧ください。 本データは別の調

査によるものですが、これが航空写真導入率の

推移なのですけれども、平成9年は65％であっ

たものが令和3年に90％を超えたということで

あります。 活用が進んでおります。

　資料12 をご覧ください。 この中で、衛星画

像やドローンを使った団体というのはそれぞれ

20団体あるということであります。 この事例

をどんどん紹介して、これらの活用というのを

促していくというのが、総務省が出来ることの

一つだと考えております。

　資料13 をご覧ください。 衛星画像を活用す

るメリットといたしましては、航空写真より安

価であるということ、1年間に複数枚数取得が

可能であるということで、差分の分析ができる

ということであります。 航空写真と衛星画像

を併用する団体もあります。

　資料15 をご覧ください。 ドローンの活用で

ありますけれども、目視で確認しにくい土地の

評価の判断材料となります。 ただ、ドローン

は広い範囲の撮影が難しいので、実際には航空

写真との併用ですとか、撮影範囲を絞って活用

するということとなります。

　資料17 をご覧ください。 航空写真の活用に

おきまして、実際にどのような対応をしている

かというのを見ましたところ、家屋の異動状況

の判別ですとか土地の地目判定を業者に委託し

ている団体が多いということが分かります。

　資料18 をご覧ください。 今度、航空写真の

解析において AI を活用している団体が約2割

ございました。 委託先職員による目視にて解

析を行っている団体が最多でありますが、資料

19 をご覧いただきますと、家屋の異動判読に
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つきましては AI の学習機能がありますので、

それで高い精度で変化箇所を抽出するというこ

とが可能だと考えられますが、AI による土地

の異動判読につきましては、現状では地目の変

化を正確に判読することが難しい事項でありま

して、AI の確認に加えて、職員の目視などが

必要な状況でございます。

　総務省といたしましては、職員が減少する中

で、実際の現況調査は大変な作業と認識してお

ります。 その大変なところを、これらのデジ

タル技術を活用して、より正確な評価をしてい

ただくということを市町村にお願いしたいと

思っておりまして、その活用事例をしっかり

我々も把握して、それを市町村に周知して活用

いただくということをこれからも続けていきた

いと思っております。

【井出】　奥田課長、ありがとうございました。

　続きまして、固定資産税の評価の実務経験が

豊富でいらっしゃる東京都の藤原課長から、土

地の評価・課税の現状と課題について御発表を

お願いいたします。

税額修正の起きやすい事務と正確性確保
面での課題（利用状況の変化の捕捉等）

（藤原 東京都資産評価専門課長）

【藤原】　ただいま御紹介いただきました東京都

主税局資産税部資産評価

専門課長の藤原と申しま

す。 よろしくお願いいた

します。 私からは、東京

都における土地の評価・

課税の現状と課題につい

て、3点説明いたします。

　1点目は東京都の土地評価・課税業務の体制、

2点目は税額修正が起きやすい事務について、

そして3点目は正確性の確保面で課題となって

いる事項となります。

　それでは、まず初めに、東京都における土地

の評価・課税について、説明いたします。

　資料20 をご覧ください。 東京都では、地方

税法の特例により東京23区の固定資産税及び

都市計画税の課税をしております。 東京23区

の概要ですが、面積は627.51平方キロメートル、

人口は約988万人となっております。 東京都全

体で見ますと、面積は約3割、人口は約7割を

占める地域となっております。

　令和7年度の定期課税の実績は、土地は1兆

225億円、家屋は6,245億円、償却資産は1,558

億円の税額となっております。 納税通知書は、

土地・家屋で約312万通、償却資産で約16万通

を発付しております。

　次に、土地評価・課税の業務体制について説

明いたします。

　資料21 をご覧ください。東京都では23区と、

立川・八王子に都税事務所を設置しております。

土地の評価 ･ 課税業務につきましては、23区

内に設置された都税事務所と、主税局資産税部

という本庁組織とが連携する体制にて実施して

おります。 各都税事務所は、担当区内の土地

の評価・課税業務を行い、主税局資産税部は、

土地評価・課税業務に関する指導を行うという

体制としております。 さらに、各都税事務所

では2 つの班、資産税部内では3 つの班に業務



−50−「資産評価情報」2026.1 （270号別冊）

を分担をしております。 課税事務につきまし

ては、主として固定資産税班、評価事務につい

ては、主として土地班が担当するという業務体

制になっております。

　次に、土地の評価・課税業務に利用している

システムについて説明いたします。

　資料22 をご覧ください。 税務基幹システム

につきましては、現在「税務総合支援システ

ム（TACSS）」を使用しております。 固定資産

GIS につきましては、平成30年度から令和4年

度にかけて順次導入し、現在、全所稼働となっ

ております。 固定資産 GIS を導入したことで、

職員による手作業を大幅に減少させ、業務を効

率化することができました。

　続いて、税額修正が起きやすい事務と、その

背景について説明いたします。

　資料23 をご覧ください。 東京23区内で税額

修正が起きやすい事務としては、課税標準の特

例適用の修正が大多数となっており、令和6年

度では約7割、令和5年度では約8割を占める

ものとなっております。

　その理由としましては、土地・家屋の利用状

況の変化の捕捉が困難であるということが挙げ

られます。

　資料24 をご覧ください。 この背景としては、

2点挙げております。 1点目は、シェアリング

エコノミーの急速な拡大によって、空きスペー

スの多様な活用がされているということです。

表にもありますように、シェアリングエコノ

ミーの中の、「スペース」や「移動」というカ

テゴリーに含まれるものが、住宅用地の特例に

大きく影響しています。

　2点目は、マンションの一室を店舗や事務所

として利用するなどの家屋の利用形態の多様化

です。 この2 つ、どちらも登記等の変更が行わ

れませんので、現況調査での捕捉が必要となっ

ております。

　資料25 をご覧ください。 これに対して現在

行っている対応策は、航空写真からの判読、住

宅地図表記の変化について現況調査等で確認す

るという方法を採っております。 また、建築

関連の情報などは、東京都の場合は基礎的自

治体が23区になりますので、各区から提供い

ただいております。 住宅用地の特例関連では、

民泊について、各区の旅館業法の許可施設や住

宅宿泊事業法による届出住宅の情報を確認して

調査をしております。

　現在特に課題となっている事項は、住宅地図

や航空写真では利用状況の変化が捕捉できない

ものをどのように捕捉するかです。

　資料26 をご覧ください。 正確性の確保面で

課題となっている事項には、小さいものと大き

なものとがあります。 小さいものでは、狭小

な土地の画地認定が非常に難しいということを

挙げております。 これは、図のような真ん中

の小さい土地が所有者自身もどちらの家屋の敷

地に使われているか分からないというような場

合です。 どちらの画地に入れるかで税負担が

大きく異なるため、正確性の確保面での課題と

考えております。

　資料27 をご覧ください。 大きいものでは、

都市再生事業が非常に多いことを挙げておりま

す。 都市再生特別地区内の民間都市開発事業

では、自由度の高い計画により多様な都市再生

への貢献が評価されています。 計画区域ごと

に状況類似地域を区分することなどが、大量一

括評価の固定資産税において、正確性の確保面

で求められるのかを課題と考えております。

【井出】　藤原課長、ありがとうございました。

　続きまして、ChatGPT を使って職員の方々

自らが衛星画像の判別システムを作られました

善通寺市の川口係長から、AI・衛星写真を利

用する現況確認業務について御発表をお願いい

たします。
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内製ソフトによる AI・衛星写真を
利用した現況確認業務

（川口 善通寺市税務課係長）

【川口】　善通寺市の川口です。 よろしくお願

いします。

　固定資産税は自治体財

政の根幹であり、市民一

人 一 人の 納 税 意 識に も

直結します。 ところが、

近年は職員数の制約によ

り、従来型の方式では現況把握が追いつかな

くなりました。 私たちはそこで、1、衛星写真

で毎年最新の地表変化を取得して、2、生成 AI

で差分を自動抽出して職員の負担を劇的に減ら

して、3、オープンソースの中心の構成でラン

ニングコストを最小化するという3本柱の改革

に着手しました。

　資料28 をご覧ください。 最初に前提条件で

す。

　地域のボリュームはご覧のとおりです。 土

地7.3万筆、うち宅地が2万筆で、新築家屋は

120棟のペースでという形でして、ただ、この

プロジェクトを始めた令和6年度時点で既に職

員は6名から5名に減少、今年度4名に減少とい

うことで、この人数ではとても市全域を把握し

切れなくなってきたというのが現状です。

　資料29 をご覧ください。 具体的に我々が導

き出したいのは、例えば土地だと、うちの規模

だと無断転用の抽出が主でして、本市の場合、

田畑か、宅地並み雑種地かという差の場合で、

税額で100倍程度の差が発生するので、公平性

のためにもこれを発見していきたいということ

です。

　資料30 をご覧ください。未申告建物等もちょ

くちょくあり、簡易ガレージであるとか、そも

そも建築確認を提出しない離れ等、それでも年

税額としては20万円程度の税額になる可能性

があるので、その捕捉漏れ等を防ぎたいという

ことを考えております。

　資料31 をご覧ください。 最初に述べた少人

数で、12月に集中して評価調査へ出向いて、

市内全域をつぶさに確認するという方法は無理

があると。 1筆につき平均2分、山間部に行こ

うと思ったら10分以上要してしまう。 その間、

道具もたくさん持っていき、さらに、帰ってき

た後のシステム入力漏れ等も考慮すると、これ

を効率化したいということで、次の資料32 を

ご覧ください。

　効率化の一つの手法として、平成27年度か

ら、地図業者さんの住宅地図の更新情報を購入

していました。 これは地図業者さんが雇用し

た調査員による実地調査によるものなので、か

なり把握できていたんですが、残念ながら本市

の地図の発刊ペースというのが年々縮小して

いって、どんどん年間情報料が高くなっていっ

てしまうという事態が発生してしまい、何か別

手法を探しているところでした。

　資料33 をご覧ください。 航空写真は以前か

ら導入していたのですけれども、非常に高額の

ため、近隣自治体8団体の共同発注で3年ごと

ということなので、これを1年ごとの把握に使

うことができない。 ただ、1年ごと本市独自で

飛ばしてしまうと、莫大なコストになってしま
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うので、それもできない。

　ということで、資料34 をご覧ください。 課

題解決に向けた取組として、解像度30 センチ

クラスを15 センチ相当まで高解像度化した衛

星写真を購入して、それを生成 AI で画像解析

すればよいのではないかというところに至りま

した。

　資料35 をご覧ください。 この転換が可能に

なったのが、AI による3 つの変化です。 ここ

から AI という単語が複数回出てくるので、こ

の資料で整理しております。

　まず、衛星写真を高解像度化する AI で、こ

れは本市が行っているわけではなく、衛星業者

さんが導入してくれることによって、解像度が

使用に堪え得るレベルになりました。

　次に、生成 AI が画像比較を行えるようになっ

たこと。 これが令和6年度の大きな変化で、画

像分析こそが現在の第3次 AI ブームの立て役

者で、それを生成 AI がそのまま行ってくれる、

セットで行ってくれるという変化が令和6年度

に起きました。

　また、もう一つ、バイブコーディングという

形で、AI と対話しながらプログラミングを作

れるということで、特化型を導入したり、SE

を常駐させたりということが不要で、職員がど

うにか構築することも可能な状態になってきま

した。 これが大きな変化です。

　資料36 をご覧ください。 こちらが実際の写

真なのですけれども、衛星写真は50 センチ解

像度が中心で、航空写真の15 センチ解像度と

大きな性能差がありました。 それを令和6年度

時点で解像度30 センチまで高めて、AI を利用

して15 センチ相当解像度までアップできる衛

星、これはフランスのエアバス社のものを購入

してあるのですけれども、これが登場してくれ

たおかげで、左右見比べてもらってもそんなに

遜色はないし、地目とか家屋の判別にも使える

であろうという状況を確認することができまし

た。

　資料37 をご覧ください。 毎年比較というこ

とで、衛星写真は航空写真と違って、当然、航

空機を飛ばさない分、単価も安く、本市独自で

行って買い切り型にすることができると。 最

も安いプランで100万円を切る価格で購入でき

るため、しかも狙った1 か月間に絞って撮影が

可能なので、1月1日の現況を把握するために、

11月に衛星写真を撮影してもらって、家屋が

建築されているかどうかなどの判別も行えるよ

うになりました。

　かつ、判定を AI に任せるということで、資

料38 をご覧ください。 これはざっと設計図を

描いたものなのですけれども、データレイヤー

として衛星画像、土地の筆界ポリゴン、既存の

評価台帳等をフリーソフトの GIS、QGIS に格

納して、画像出力させて、エクセル上でオープ

ン AI 社の GPT-4o の API を読み込んで、その

結果をエクセル上に跳ね返すというところまで

を、職員が何とか作ることまではできました。

　資料39 をご覧ください。 この仕組みは職員

がプロトタイプを内製しました。QGIS は無

料だったし、ランニングにかかったのは結局、

GPT の API 料金だけでした。 必要なコードは

20 ページぐらいで、GPT-4o の支援により短期

間で積み上げることができました。

　資料40 をご覧ください。 ただ、一番の問題

となるのが判定精度でして、ここを改善するた

めに、令和6年度で、本市の DX 補佐官という

形で御協力いただいている企業がいたのですけ

れども、その企業さんと、それと日本電子専門

学校と共同研究をしようという協定を今年度結

んでおります。 生成 AI で地目の判定まで一気

に踏み込もうというのを、学生さんの力も借り

て、何とか精度を現実的なところにまで高めて

いきたいというのが今年度の目標です。
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　資料41 をご覧ください。 こちらはほぼ余談

なのですけれども、土地評価そのもののデジタ

ル化というより、固定資産税係が、最初に申し

ましたとおり、6人が4人に減るという大胆な

減り方をしているので、この辺の一例で、どう

しようもないのは業者さんのシステムが悪いと

いうより、どうしても組み合わせて使う側とし

ては、ここが足りない、あそこが足りない、こ

れでは通らないみたいなのを、AI に助けても

らいながら突破するみたいな形で、今回の試み

もそういう思想、どうにか AI を使ってこの課

題を解決できないかというところから生まれた

ので、御紹介しております。

【井出】　川口係長、ありがとうございました。

　続きまして、土地評価・課税業務の支援業務

に携わってこられました国際航業の佐藤課長か

ら、土地評価・課税業務におけるデジタル技術

の活用の現状と正確性確保のための課題につい

て御発表いただきます。 お願いいたします。

GIS、AI、衛星画像の活用について
（佐藤 国際航業（株）土地評価担当課長）

【佐藤】　国際航業株式会社の佐藤と申します。

どうぞよろしくお願いい

たします。

　資料42 をご覧くださ

い。 ま ず は、 弊 社の 受

託内容について簡単に御

説明差し上げます。

　固定資産土地評価の全分野に携わっておりま

す。 具体的には地理情報システム（GIS）の導

入や、地番図や家屋図の維持管理、土地評価業

務の支援補助、航空写真や衛星写真の撮影、異

動判読、現地調査の支援補助など、固定資産税

関連の多岐にわたる業務を受託しております。

また、固定資産税の土地評価に関するお問合せ

も多く頂戴しており、その都度、地方税法を基

本として、他自治体様の事例や判例等も参考に

しながら、技術的な見地から御質問にお答えし

ているところでございます。

　資料43 をご覧ください。 こちらでは、多く

の自治体様が置かれている現状についてまとめ

てみました。 固定資産税の課税業務を正確か

つ公平に推進するためには、最新技術の活用に

よる業務の効率化・高度化が不可欠な条件だと

考えます。 現在の主要な課題としては、特に

将来的な職員数の減少に対応するための業務の

迅速な定着とシステム活用、納税者への説明責

任を果たすための公平・公正な課税、そして

デジタルデータの一層の活用が挙げられます。

今後はこれらの課題を解決するために、GIS に

よる業務プロセスのデジタル化と、GIS や AI

を含む最新技術による業務サービスの変革とい

う2 つの着眼点に基づき、固定資産ＤＸの推進

を図り、固定資産行政マネジメント、すなわち

皆様が実施されている行政運営の最適化が実現

可能にもなるものと期待されます。

　資料44 をご覧ください。 ここでは、自治体

の皆様から寄せられる具体的な御相談内容を通

じて、固定資産税の評価・課税の課題を整理し

てみました。 課題については先ほどのスライ

ドでも簡単に御説明しましたが、それに伴う自

治体の皆様から頂く多様な御相談のうち、主要
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なものを3 つほど挙げてみました。

　1 つ目としまして、異動に伴う業務の効率化

でございます。 多い自治体様では年間数万筆

と言われる地番図等の異動量を確認するだけで

も相当な業務負荷となります。 固定資産業務

の中でも、皆様の実務における負担が極めて大

きい業務の一つだと認識しております。

　2 つ目としましては、用途地区や状況類似地

域を判定する際の判断基準の明確化でございま

す。 ここも非常に御質問の多いところでござ

います。 都市計画の変更や新たな宅地開発な

どにより、用途地区や状況類似地域を変更する

必要がある場合、納税者に御納得いただける根

拠が不可欠ですが、皆様その説明に苦慮されて

いるというのが実態でございます。

　3番目としましては、画地認定を効率的に行

いたいというご要望もよく伺います。 画地認定

は土地評価の中でも、課税額に大きく影響を与

える業務の一つです。 皆様が適正な画地認定を

行うことに注力されていると感じております。

　資料45 をご覧ください。 では、先ほどの3

つの課題のうち、地番図修正などの業務の効率

化に関しましては、GIS の活用などによって、

登記情報の取り込みから、調査、異動処理、画

地認定、画地計測、CSV データ処理までの一

連の課税業務を効率化することが可能となりま

す。 これにより、従来の紙ベースの業務は大

幅に削減され、処理漏れのない効率的な業務フ

ローが実現します。 最近では、登記情報がデ

ジタルデータとして提供されるようになったこ

とが業務全体の流れを変える大きな要因になっ

ていると考えられます。

　資料46 をご覧ください。 次に、状況類似の

話です。GIS に建物の用途や土地の利用状況を

反映させることで、用途地区や状況類似地域の

判定基準を地図上で可視化させた事例となり

ます。 具体的には、家屋を用途ごとに色分け・

分類したものを、同じ状況類似地域の土地利用

用途と実際の家屋利用が合致しているかを可視

化し、主観に頼らない、より客観的で公平な評

価が可能になるという視点で、このような資料

を作成し、御提案差し上げているところでござ

います。

　資料47 をご覧ください。 画地認定の部分に

関しましては、GIS には、属性、いわゆる地目

や所有者が同じ隣接する筆を自動で検索し、画

地認定の候補を作成する機能がございます。 こ

の図でいうと2番目に該当します。これにより、

机上では見落としがちな所有者や地目の情報も

考慮に入れた、効率的かつ正確な画地認定が可

能となります。 とはいえ、この機能は所有者と

土地の地目の情報のみで結合しているため最終

的には目視での確認を通じて画地認定を行う必

要がございます。 画地認定の難易度は高いもの

の、税額に与える影響が非常に大きいため、極

めて重要な業務であると認識しています。

　では、少し視点を変えまして、AI の部分に

ついても御説明を差し上げます。 資料48 をご

覧ください。AI 技術を用いて、異なる時期に

撮影された航空写真を比較することで、新築、

滅失、改築などの家屋の異動を自動的に抽出す

ることが可能となってまいりました。 こちら

の図は、AI に家屋形状を作成させた事例でご

ざいます。AI を用いた異動判読は、低コスト

で短期間に処理が完了するという利点がござい

ます。 目視と比較すると、精度は若干劣るも

のの費用対効果を考えると、利用する価値は十

分にあると考えます。正直に言いますと、現状、

完全に人の代替とするのは困難なため、目視と

組み合わせながら、AI の技術を活用していく

というのが現実的な流れかと思っております。

　資料49 をご覧ください。 先ほどから光学衛

星の話が善通寺市様からもお話がありました。

弊社は、航空測量の会社として、光学衛星の活
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用について3 つのポイントを挙げさせていただ

きます。

　ポイント 1 として、近年の光学衛星は高解像

度化が進んでいて、先ほども御説明ありました

とおり、30 センチメートルクラスの画像が標

準になりつつございます。

　ポイント 2 としては、解像度の向上によっ

て、道路の白線や乗用車の形まで判読できるよ

うになりました。 これにより、より確実な変

化の判読が可能になりました。 また、航空写

真の解像度は、一般的に固定資産業務で10 セ

ンチメートルから15 センチメートルが標準と

言われておりますが超解像度処理を行うことに

より、航空写真の解像度に匹敵することが可能

となってまいりました。

　ポイント 3 としては、一方で AI による超解

像技術には、ハルシネーション、いわゆる幻覚

のリスクがございます。 元の画像に存在しな

い情報を AI が描き加えてしまうリスクが発生

することから、元の画像の品質が極めて重要と

なってまいります。

　こういった技術的な特性がありますので、光

学衛星自体、非常に利便性が高まってまいりま

した。 今後は、航空写真と衛星画像を目的に

応じて組み合わせながら、異動判読などを実施

いただくのが最善の策と考えます。

【井出】　佐藤課長、ありがとうございました。

　続きまして、不動産鑑定士として市町村の土

地評価業務への支援業務に携わってこられまし

た日本不動産研究所の浅尾次長から、土地評価

の課題と IT の活用について御発表をお願いい

たします。

土地評価の課題と AI 技術の活用
方法・広域データの収集

（浅尾 （一財）日本不動産研究所総務部情報戦略室兼研究部次長）

【浅尾】　日本不動産研究所の浅尾でございます。

本日はよろしくお願いい

たします。

　資料50 をご覧くださ

い。 最 初に、 簡 単に 自

己紹介をさせていただき

ます。

　私は日本不動産研究所で不動産鑑定士をやっ

ておりまして、20年間ほど固定資産税評価、

標宅や路線価などに関わらせていただいて、そ

の後、最近七、八年は、日本不動産研究所や不

動産鑑定士協会連合会で、鑑定業界の DX に関

わっています。 また、資産評価システム研究

センターの「土地に関する調査研究委員会」で

も長らく委員をやらせていただいたり、鑑定士

協会で IT 寄りの部門である調査研究委員会や

情報システム推進委員会の委員をやらせていた

だいています。 本日、鑑定評価と固定資産税

評価で共通する課題があると思いますので、そ

のような視点でお話をさせていただきたいと

思ってございます。

　資料51 をご覧ください。 土地評価の課題と

いうことで、これまでお話しされた方々は、地

目や航空写真などの画像系がメインだったかと

思いますけれども、少し毛色が変わってまいり

ます。 こう言い切ってしまったら怒られるか

もしれませんが、これまでの課題ということ

で、鑑定業界もそうですし、固定資産評価もそ

うかと思いますけれども、事実誤認や、計算間

違いなどはシステム化や撮影技術の改善に伴っ

て、大分克服してきているのではないかと思い

ます。 そのうえで次の課題が何だろうという

ことを今後の方に書いてございまして、4 つほ

ど御紹介をしたいと思います。 あくまでも私

見で鑑定評価側の話と固定資産評価側の話の接

点を自分なりに整理したということですのでご

承知置きください。
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　1 つ目ですが、今更ですけれども、ベテラン

職員の減少。 これは日本不動産研究所もそう

ですが、バブル時代の職員が60歳以上で定年

になり、バブル後の職員の採用は減少したとい

うことで、ベテランの職員の方が年々いなくな

るという状況があると思います。 一方で、鑑

定評価も固定資産評価も裁量の余地というのが

すごく多い業務だと思いますが、裁量の多い業

務ということは説明しにくい業務ということで

もあり、ベテランの方々が持っていた知見の承

継が難しい。 特に納税者や依頼者に対する説

明力の低下につながることが危惧されます。

　それから、次の課題ですが、人口減少地域の

売買実例がどんどんなくなっているというこ

とがあります。 4年ほど前に国土交通省の調査

で、不動産鑑定士協会連合会で取り組んだ例が

あり、岩手県内で10年間で1件も取引が観測で

きなかった地域が半分近くに及ぶという実態も

判明していますが、売買実例の減少により人口

減少地域では評価の困難性が高まってきていま

す。

　次に、社会が生成 AI を活用するということ

です。 自分たちが AI を業務に活用しようとい

う取組は進んでいるわけですが、あわせて、最

近弊所でも時々遭遇するのが、依頼者にレポー

トを提出した際、依頼者の方で「生成 AI に聞

いてみたのだけど」ということで、生成 AI が

作ったレポートで答え合わせされるという機会

があります。 まだ AI には負けないかなと思う

のですが、来年、再来年と、進化する AI に負

けないように緊張感を持ってやっていかないと

いけないと思っています。

　同様に固定資産評価においても、納税者の

方々が生成 AI を使って問合せなり反論なりを

してこられるということが出てくるのではない

かということも、危惧されますので、自分が使

うだけではなく、社会が生成 AI を使うという

ことを念頭に置いた対応も必要になってきてい

ると思います。

　それから、プロセスのつなぎ目が手作業とい

うことです。 画地計算や路線価の算出などシ

ステムで行うところは結構効率化ができている

と思いますが、システムとシステムの間をつな

ぐ転記業務や、現地調査へ行った結果をシステ

ムに入力するような、プロセスのつなぎ目に結

構手作業が残っていると思います。 これが AI

で解決できるのではないかと期待しています。

例として下の方に書いていますが、路線価に状

類番号を付けたり、画地に正面路線番号を付け

たり、単純そうで意外とシステム化が難しい転

記作業や現地調査結果の転記など。

　以上申し上げた辺りが今後の新しい課題に

なっていくのではないかと思っています。

　資料52 をご覧ください。 時間が限られてい

るので簡単に申し上げます。 今、申し上げた

課題に対して IT の活用による対応の方向性を

まとめてみました。 まず、客観的なデータに

基づく評価ということです。 これは納税者へ

の説明力の向上のため、ということはもちろん

ですが、ベテランから若手へのノウハウ継承

に対しても有効な取組ではないかと思います。

ベテランでも若手でも誰でも同じように評価が

できるようにすることがイコールノウハウの伝

承で、それには客観化が必要、客観化のために
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はデータが必要ということで、統計データ等を

活用していくということもノウハウ継承という

意味でも重要ではないかと思います。

　それから、AI の活用、効率化とともに説明

力は、先ほど申し上げたとおり、計算領域はシ

ステムで何とかなってきていた。 今後、判断

や説明しにくい部分などを説明させる部分につ

いて、AI を使っていく、また、先ほど転記が

多いと申し上げましたが、プロセスのつなぎ目

も AI 化が期待される。

　最後、ベテラン職員の不足、データ不足につ

いては、取引が減少した場合、その分、調査範

囲を広げないといけないということで、広域的

にデータ収集、評価作業をしていくということ

が、次善策として考えられるのではないかとい

う視点。 それから、AI 化のためにはベテラン

の職員の方々や専門家の活用というのもとても

重要になってくると思っています。 生成 AI に

対して指示を与えるときに、2 つやり方がある

ということを思うのですが、一つは、丁寧に教

えるといいますか、新人に教えるように。 単

純に「これをやっておいて」ではなくて、「こ

こを調べて、こういうふうにまとめて」とい

うのを丁寧に教えるというやり方。 それから、

もう一つはやってみせるということですね。

地目認定のように実際に人がやった結果をみせ

て学習させる。 この2 つがありますが、いずれ

にしてもベテラン職員の方々や専門家の知見を

可視化して AI に搭載するという意味でこれら

の方々の需要性が高いと思います。

　資料53・54 については、こういう研究をやっ

ていましたということで、時間があったら、ま

た後でコーディネーターの井出先生から振って

頂ければと思います。

【井出】　浅尾次長、ありがとうございました。

　続きまして、総務省及びデジタル庁におかれ

まして行政の DX 化に携わってこられました篠

原部長から、地方自治体の業務改善、DX 推進

の観点から見えてくる課題について御発表をお

願いいたします。

他業務での AI 技術の活用事例と
固定資産税業務への示唆

（篠原 （株）SHIFT 公共事業部長）

【篠原】　ありがとうございます。 私、株式会

社 SHIFT の篠原と申し

ます。 今、御紹介ありま

したように、役人をやっ

ておりまして、自治省に

入りましたので、国・自

治体の実情プラス、今の

SHIFT という会社では、DX の推進を国・自治

体の皆様とともにやっている会社でございま

す。 そういう観点から、今日はお話をさせてい

ただきたいと思っております。

　資料55 をご覧ください。 特に AI ですね。

デジタル利活用といったことになりますと、ま

ず AI といったものが出てくると思います。 特

に今、課題でありますのが、正確性と持続性の

充実、固定資産評価においてはこの両立が大事

だろうと思っております。 これを解決する策

として、AI の活用を考えたらどうかというこ

とでございます。

　資料56 をご覧ください。 現状の課題ですね。

固定資産評価業務について、3点ほどあると

思っておりまして、一つが正確性確保の難しさ。

先ほどとつながりますけれども、あと、職員の

皆様の業務負担の大きさですね。 これは年々

人口減少とともに、職員の数の減少とともにの

しかかってくるといったところと、あと、ベテ

ランの方々の人材を継承していくような問題で

すね。 特に異動等が役所は多いので、そこで

慣れたと思ったら、二、三年後にいなくなって
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しまうみたいなこともありますので、こういっ

たのも含めて、なかなか長期的な視点で改善し

ていくというのは難しい状態ということで、上

に書いてありますように、属人性とアナログ性

が強い業務がずっと維持され続けているのかな

と思っております。

　資料57 をご覧ください。これは別の例になっ

てしまうのですけれども、私どもの社内でマー

ケット調査をしたときに、最近 AI で何が一番

いいかなと思ったときに、2年前ですけれども、

やった調査です。 これは道路インフラメンテ

ナンスへの新技術の導入促進に AI を使っては

どうかということで、もともと平成24年に笹

子トンネルの天井落下事故がありまして、そこ

から政府の方で、近接目視による定期点検が制

度化されたと。 ただ、これがデジタル化の流

れを受けて、同等の健全性の診断を行うことが

できる情報を得られると判断した場合には、違

う方法でもよいとなりまして、そこから結構、

民間にいろいろな技術の革新が広がってきたと

いうことでございます。

　これは国土交通省でもそういったものを推進

しておりまして、点検支援技術性能カタログと

いったものをホームページで紹介いたしまし

て、そこでいろいろな会社の製品とかサービス

をカタログ化して、みんなが使えるようにした

ということですね。 実際、私どもがマーケッ

ト調査したところ、下に書いてありますように、

非常に道路というのは今後見込みがあるという

ことで、これは何を言っているかというと、民

間がどのように参入しやすいかといったもの

が、果たして固定資産評価にあるかどうかとい

う観点も、実際、革新のために必要かなと思っ

ております。

　資料58 をご覧ください。 道路インフラメン

テナンスについて非常によかったのが、日本の

社会背景、インフラ老朽化とか、災害も非常に

多いといったところと、点検作業員不足といっ

たところに対して、国・自治体の対策がうまく

かみ合って、技術も進展してきたと。 こうい

うことで、今後の成長分野として障害が少ない

と私どもは見ておりました。

　資料59 をご覧ください。 それによって、国

もテクノロジーマップというものを整備いたし

まして、これはデジタル庁の方でやっている話

ですけれども、あと、技術検証事業といったこ

とも併せて進めることによって、総合的に革新

を進めていったということです。

　資料60 をご覧ください。 これが実際のテク

ノロジーマップというものですね。AI も非常

に多く出てきております。

　資料61 をご覧ください。 これを固定資産評

価に当てはめると、同じようなことが言えてお

りまして、社会背景としても、課税、公正・透

明な社会的要請もありますし、あと、職員の高

齢化とノウハウ損失、社外コストも増大してい

るといった中で、国・自治体としては AI の活

用を推進しているということです。 実際、総

務省でも特交措置を講じておりますし、AI・

クラウド活用を前提とした規制見直しはこれか

ら進んでいくだろうと思っております。

　ただ、下に書いてありますように、まだ AI

活用については現状、実証レベルにとどまって

いるということですので、どうしても地方税
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法408条の固定資産の実地調査もございますの

で、どういった観点からこの辺を扱っていくか

を検討していくことが必要かなと思っておりま

す。

　資料62 をご覧ください。 これは実際、令和

2年、総務省の自治体 AI 共同開発推進事業の

中で、群馬県の前橋市、高崎市、伊勢崎市、愛

知県豊橋市で進められた、航空写真の AI 解析

のクラウド実証です。 こういったものが最近

でも続いておりますので、だんだん AI の精度

も上がっております。 引き続き継続的に、AI

の進化とともにこれを進めていく必要があるか

なと思っております。

　資料63 をご覧ください。 実際、先ほどのテ

クノロジーマップも、今回の固定資産評価に当

てはめますと、当てはまるものはございます。

航空機、ドローンですとか、物体認識・物体検

出 AI、また、事務作業では下の方の青いとこ

ろで、文章解析 AI とか生成 AI、こういった

ものを使えるということでございます。

　資料64 をご覧ください。 実際、AI 活用想定

シーンを書いてみました。受付入力、現況把握、

評価算定、こういった業務をはじめ、いろいろ

な場面で AI を活用できるだろうと思っており

ます。

　資料65 をご覧ください。 最近の流れは、不

動産番号というのを皆さんお使いだと思います

けれども、ここに不動産 ID といったものが出

てまいります。 これは13桁の番号に対して4桁

つけまして、例えば同一地番上にある複数建物

ですとか、区分所有建物の専有部分が分かれて

いますので、そこに対しても適用できるといっ

たことで、これからますます一意に特定ができ

る形になりますので、さらにこれを AI とシナ

ジー効果を生ませることによって、正確にいろ

いろな解析ができてくるだろうと。 また、AI

の方ではこれをまた学習することによって、正

確性を増していくだろうと思っております。

　資料66 をご覧ください。 ということで、AI

が支え、人が決めるという、正確で続いていく

評価行政をこれから進めていきたいなと思って

おります。

第１部まとめ

【井出】　篠原部長、ありがとうございました。

　以上をもちまして、第1部の発表を締めくく

らせていただきます。

　第1部では、特に現況調査を中心にデジタル

技術の活用について、その現状と課題を御提

起いただきました。 総務省の奥田課長からは、

現状の現況調査におけるデジタル技術の課題と

いうことで、全国的傾向についてお話しいただ

き、東京都の藤原課長からは、大規模自治体な

らではの課題があるというお話がありました。

そして、善通寺市の川口係長からは、市独自の

取組として、ChatGPT を用いて、職員が自ら

プログラミングを行い評価の効率化を図る取組

を行っているとご紹介を頂きました。 国際航

業の佐藤課長からは、評価上の現状、航空写真、

衛星画像を中心に、現状の取組の課題を頂いた

ところです。 日本不動産研究所の浅尾次長か

らは、土地の評価ということで、データの問題、

特にデータの不足と、デジタル時代の納税者へ

の説明責任の難しさについて強い危機意識が示
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されたと思います。SHIFT の篠原部長からは、

国全体の DX の取組の動きと技術の進展につい

て御紹介を頂いたところです。

第２部　意見交換（デジタル技術・
データの活用方策）

【井出】　次に、第2部ということで、意見交換

ということでまとめていきながら、パネリスト

間の意見交換もさせていただきます。

（AI 画像判定の精度について）
　第1部のいろいろな御発表の中で、幾つか論

点が見えてきたと思います。 まず一番大きな論

点といたしましては、皆さんも既に感じられて

いらっしゃると思いますけれども、AI を使っ

て画像判定をしたときの精度の問題というのが

あります。 この精度の問題、現状の精度で大丈

夫なのか、正確性はどうなのかという危惧を抱

いていらっしゃる方々も多いかと思います。 こ

の点について、意見交換を頂きたいと思います。

　それでは、まず積極的に ChatGPT を用いま

していろいろ取組をされている善通寺市の川口

係長から、現状と今後の見込みについてお話を

お願いいたします。

【川口】　精度についてですね。 精度は、結局

テスト版を作成して、実行して、賦課にまで結

びつけてみたのですが、令和7年度になってか

ら複数件、「倉庫を建てていました」という納

税義務者からの申し出があり、評価を取りこぼ

していたということが判明しました。

　テスト中から、精度的にどの程度かがまだ分

からないなというところがある部分はあったの

ですけれども、一番強いのは、登記とか建築確

認とかはもうつかんでいるので、無断転用と

か、建築確認逃れとかだけの誤検出なら何とか

という、少し甘い見通しの部分はあったのです

けれども、当然これを市の外に向けて発信、実

際使える状態にするときには、そんなのでは少

しまずいよねという意識もありまして、精度の

向上についての取組の予定としては、ほかの生

成 AI ではない画像認識 AI を中心にしている

ところは、特徴量抽出とかでもう十分つかんで

いるとは思うのです。 家屋とか土地とかの変

化量を、言ったらそれが秘伝のソースみたいな

形で各社さん持っていらっしゃると思ってい

て、僕らはそうではない形でアプローチ、生成

AI の方に任せてどうにかできないか。 それを

固定資産税に、もし間違えたとしても、職員が

それを確認が容易な形で、誤判定にまでは、賦

課の誤りまでにはつながらない形でどうにかで

きるところに落とし込んでいきたいなと思って

います。

【井出】　ありがとうございます。

　それでは、技術的な面について国際航業の佐

藤課長から、現状の精度についての課題と、今

後どの程度まで進めるべきかについて御意見い

ただければと思います。

【佐藤】　AI を活用した画像判読、特に衛星画

像の精度について、航空写真との比較でお話を

差し上げたいと思います。

　弊社は航空写真の撮影と衛星画像の撮影の双

方を行っておりますので、それらを活用し、家

屋の異動判読に関する実証実験を社内でも繰り

返してまいりました。 航空写真の判読制度を

100点とした場合、衛星画像にはいくつかの課

題、すなわち判読が困難な点があるというのが

実情でございます。

　その課題を整理しますと、航空写真とは異な

り、特定の日時に撮影をコントロールすること

が困難である点は皆さん御存じのとおりです。

加えて特に高層建物の周辺では家屋の倒れ込み

による死角が発生するという点が問題となりま

す。 その死角の部分に関して、未把握の建物

や地目の異動が存在する可能性があり、衛星写
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真のみでは捉え切れないという限界がどうして

も生じてまいります。

　また、雲量の問題も挙げられます。 航空写

真とは違い、衛星は広範囲を一度に撮影するた

め、その時の雲量や、光の加減で屋根が強く反

射するハレーションといった問題が発生しま

す。 これらの影響により判読できない部分が

生じ、現地の調査が必要だということが判明し

ております。

　これらを踏まえると、地域特性に応じて活用

方法を変えることが有効と考えられます。 都

市部においては、高層の建物も多く家屋の密度

も高いため、死角が発生する頻度が高くなりま

す。 そういった場合は現地調査の必要性が高ま

るため、デジタル技術による異動判読を行った

としても、業務効率化のメリットが相対的に低

下するという点が課題です。 一方、都市部以外

では、低層の建物が多く、家屋が点在している

ということがございますので、衛星画像が比較

的、都市部と比較してより利用しやすい傾向に

あると考えられます。AI を用いて異動判読を

行っていく上での精度感について、弊社の見立

てでは、航空写真を基準として8割から9割程度

だと考えております。 固定資産税の評価におい

ては、100％の家屋異動を把握する必要がある

ため、残り1割から2割の差分をいかに埋めてい

くかが今後の重要な課題となります。

　そのため、弊社としては、基本的には、人の

目による確認と AI 技術を組み合わせた形での

異動判読手法とを御提案差し上げることが多い

です。

【井出】　ありがとうございます。 精度の向上、

技術は日々進歩していますが、まだまだ人の目

が必要なところがあって、飽くまでも補完とい

う形で活用していくし、活用方法と利用形態も

地域によって違うのではないかというお話が出

てきたかと思います。

（状況類似地域や路線価等の判断のための
データについて）
　画像判定をした後は、それに基づいて状況類

似地区の判定と、路線価を付設していくことに

なるわけですが、さらにいろいろなデータも必

要になってくると思います。このことについて、

現状と課題を東京都の藤原課長いかがでしょう

か。

【藤原】　状況類似地域区分の判断や路線価付

設等のためのデータについては、東京都の場

合は、23区各区が保有しています。 都市計画

図書、道路台帳、建築基準法の指定道路図な

どの情報を入手できるかが課題となります。

　各区でホームページ公開しているものは閲覧

できますが、固定資産 GIS に登載したいところ

でもあります。 しかし、23区ございますので、

データの形式ですとか、また提供の可否という

ものが各区で異なりますので、希望している形

式での情報の入手には苦労しているというとこ

ろが現状でございます。

　また、評価替えにつきましては、現在、業務

委託を活用しております。 委託先の不動産鑑

定業者から鑑定士目線での御提案等を活用しな

がら、現在事務を行っておりますが、用途地区

区分や状況類似地域区分について、客観的な基

準を提示できないところは悩みになっておりま

す。 現在は担当者の現況判断により、用途地

区区分や状況類似地域区分を行っておりますの

で、説明性という観点では、課題があると考え

ております。

【井出】　ありがとうございます。 なかなかア

ナログ的なところ、属人的な部分もあるという

お話でした。 再び国際航業の佐藤課長から、受

託者として、こういったことをどのように解決

できるのか御提案があればお願いいたします。

【佐藤】　受託者としての立場からお話を差し上

げますと、用途地区や状況類似地域といった地
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区区分の見直しのタイミングについて、自治体

の皆様が悩まれていらっしゃるというのが実情

かと思います。

　先ほど弊社の発表の中で、建物用途ごとの色

分けにより現況の確認を試みた事例をご紹介し

ましたが、その結果を見ていただいたとしても、

既存の区分を変更することは容易ではありませ

ん。 実務においては、例えば用途地区が商業

地域だった場合に、商業系の建物が多いはず、

という前提に基づき土地の用途と建物の用途が

合致しているかを検証する資料を作成し、御説

明差し上げることも多いのです。しかしながら、

自治体様側からは「当市では歴史的経緯からあ

そこは商業地域と定めている。 実際の建物の

用途が異なっていたとしても、市の見解として

は商業地域である」という形で御意見を頂くこ

とも少なくありません。

　これは、納税者の長年の感覚や地域の特性を

考慮するという視点と、客観的なデータを用い

て状況類似地域や用途地区を機械的・論理的に

変更するという視点の、二つの間の葛藤である

と捉えています。

　そういった状況において、実際に地区区分を

変更するとなった際には、固定資産評価支援業

者が、新たな地区区分を基に路線価の試算を行

います。 これにより、変更前と変更後の状況

類似地域間の路線価のバランスが適正か、どの

ように変化するかを確認しながら、自治体の皆

様に具体的な御提案を差し上げているというの

が実際のところでございます。

【井出】　ありがとうございます。

　では、日本不動産研究所の浅尾次長にお伺い

したいのですけれども、先ほど東京都の藤原課

長のお話からも、実際の評価において自治体の

職員の方々は、不動産鑑定士の方々に御意見を

求める例も非常に多いと思います。 状況類似

地域と路線価の付設あるいは変更に関して、鑑

定士のお立場からコメントがありましたらお願

いいたします。

【浅尾】　鑑定業界での事例を御紹介して、今日

のヒントにしていただければと思います。 例

えば用途地域の境目や、住居表示の1丁目と2

丁目の境目など、そのようなわかりやすい境界

がある地域区分については、割ときれいに分類

できているのではないかと思う一方で、境目が

よく分からない地域がポイントになってくるか

と思います。 鑑定業界で今、データ活用を考

えられるのではないかということで進めようと

しているのが、例えば携帯の GPS とか、基地

局の人流データと言われるものですね。 人流

データにより地域のにぎわいが分かりますの

で、にぎわいが途切れるところで地域区分がで

きるのではないかという検討や、それから、古

くは国勢調査の例えば人口とか、それとひもづ

けた高齢化率とか、そういうデータの利用とい

うことも、昨年度、「土地に関する調査研究委

員会」の中でも議論がありましたが、そういっ

たデータを使っていくということが考えられる

のではないかと思います。

　今後はさらに、いろいろなデータ、例えばク

レジットカードのデータとひもづけた消費傾向

データや、地域の平均年収データのような、デー

タ同士を連携した新たなデータが、どんどん出

てきそうです。そのような新たなデータが続々

登場する中で、それらをうまく使って説明して

いくということが次のテーマかなという感じが

しています。

【井出】　ありがとうございます。納税者の方々

が地元で長く培ってきた感覚というものが、時

代の急速な変化とともに少しずつずれてきて

いる現状があります。 正確なデータを持って、

多様な面から根拠をお示しし、納得を頂くとい

うことも大切ではないかというお考えかと思い

ました。
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（今後のデジタル技術への期待）
　今、人流のデータというお話もありましたが、

今後、デジタル技術を活用していくためには、

画像だけではなくて様々なデータを活用してい

かないと、多面的な性格を持つ固定資産税、特

に土地というものの評価が難しいなと思ってお

ります。 今後のデジタル技術に関して期待す

る活用事例や、こんなものを使いたいというこ

とがありましたら、東京都の藤原課長、再びお

願いできればと思います。

【藤原】　主にデジタル技術への期待は、データ

活用になります。 まず、画像情報を更に高度

に活用できないかということで、例えば、スト

リートビューのような地上走行撮影画像のデー

タとか、更に高画質の衛星写真データを活用し

て土地の現況異動を捕捉するなどです。さらに、

3D 画像を活用してビルの倒れ込みの部分など

の状況も捕捉できるようになると、更に現況の

把握に活用していけるのではないかと思ってお

ります。

　また、23区内では建物の利用状況の変化、

建築時の用途とは異なる利用をするケースが結

構増えてきておりますので、それをウェブ上

の情報から捕捉できないかと考えております。

今ですと、ウェブクローリングの技術などで、

例えばこの建物の何階にはこういう店舗がある

とか、シェアリングエコノミーの拠点がこの位

置にあるという情報から、調査対象を捕捉でき

ると業務効率化につながるのではないかと思っ

ております。

【井出】　ありがとうございます。 路面からの

画像の解析とか3D 画像というのも、今後大い

に活用されていく新技術と思いましたが、この

点に関して、国際航業の佐藤課長、いかがでしょ

うか。

【佐藤】　おっしゃるとおり、実際に先ほども衛

星の画像の死角の部分で、未判読個所をどう捕

捉するかというお話もあったかと思うのですけ

れども、実際に現地調査に職員の皆様が行かれ

る際にも、多様な資料を用意されて現地調査に

行かれていると思います。 そういった現地調

査のデジタル化として、タブレット端末や、最

近だとスマートフォンを用いた現地調査が普及

し始めているというのが実情でございます。

　現地調査結果をリアルタイムに GIS へ自動

反映できるという仕組みも実用化されており、

調査結果の反映にかかる労力が軽減され、業務

時間の短縮や進捗把握が可能となってきまし

た。 これにより、庁舎内から実際に現地に行

かれている職員に、「このポイントを確認して

ほしい」、「もう少し詳細な情報を取得してほし

い」といった指示をリアルタイムで行いながら、

現地を確認することが概ね可能となってまいり

ました。

　今後のデジタル技術という観点でお話を広げ

ますと、弊社では固定資産チャットボットを社

内で開発しております。 これは固定資産業務

に特化した AI プログラムでございまして、過

去の事例の収集と検索を主な機能としていま

す。 固定資産評価の性質上、先例の収集は極

めて重要であるため、このチャットボットが有

用であると考えました。

　運用の課題としては、収集事例の正確性の担

保がどうしても不可欠であることです。 不正

確な情報を学習させても、間違った回答しか得

られないというのが AI の難しさであり、学習

データの正確性が最も重要となります。 その

ため、AI への指示（プロンプト）の書き方や、

AI が回答しやすいような質問の仕方といった

技術的な工夫をしながら、現在開発を進めてい

るところでございます。

　今後の可能性として、データ収集範囲を拡大

したいと考えております。 具体的には自治体

単体、県全体、あるいは全国規模といった多様
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な事例を収集可能な形で、チャットボットを運

用してみたいと思っております。 これにより、

皆様の業務においても事例の有無や内容を判断

する際に AI を活用したプログラムが事例収集

の部分で貢献できるものと考えております。

【井出】　ありがとうございます。 今、各自治体

が個別にゼロから実施するのではなく、全国規

模、あるいは複数の自治体で共同していろいろ

なことを進めていくというお話がありました。

（AI 技術の信頼性等について）
　SHIFT の篠原部長にお伺いしたいのですが、

こういった様々なデータの組合せですとか、自

治体を含む多様な主体が共同でデジタル化を進

めるということになりますと、他の行政分野で

もいろいろ取組が進められていると思います。

何か参考になる事例や研究がありましたら、是

非御紹介いただければと思います。

【篠原】　似ているかどうかはありますが、最近、

私どもにも御相談があったりしているのは、例

えば監査事務ですね。監査AIみたいなものです。

膨大な書類を扱う、かつ定型的な業務が多い、

かつ的確な報告書といいますか、監査調書を出

さなくちゃいけないというところですね。 これ

について AI を活用しながら、いかに効率的に

やっていくかといったところを考えていく必要

があるだろうというところで、今、まだまだ研

究中ですけれども、そういった方向で実現でき

るように進めていきたいと思っております。

　もう一つ、私どもで考えていますのは、AI

を活用した結果を果たして信頼できるのかと。

今回の固定資産評価でもそういう話があります

けれども、全体が信頼できないのかというと、

そうではなくて、信頼できる部分と信頼できて

いない部分とがあるのではないかと。 そうい

う仕分が必要だと思うのですね。 また、そう

いう仕分をしてくれるような AI も必要かと。

AI に対する AI みたいな形ですね。

　弊社は実は品質保証のテストの会社でもござ

いまして、AI による品質保証というのをやっ

ております。 いろいろなテスト観点、評価項

目をもって、実際出てきた評価、例えばプログ

ラムなのですけれども、プログラムに対して、

この辺に抜け漏れがありますねということをや

るのが私どもの本来の業務だったりします。

　これを AI に当てはめますと、AI で出てき

た結果に対して、これを AI の観点でチェック

するというところですね。そのためにはナレッ

ジが必要なので、かなり多くの、どこに間違い

を生じやすいか、ミスが起きるのか、誤りが生

じるのか、これが結構、今集まってきています

から、そういったものを是非観点として入れて、

AI の中にそれを組み込んでいく。 一回出した

結果に対して、同じ AI の中でそれを反すうす

るみたいな形ですね。 そういったものがプロ

グラミングというか、実際に書ければ、もっと

精度は高くなるんではないかなと。 そういっ

た自己学習を AI はしていきますので、そうい

う方向で進めていきたいと思っております。

【井出】　ありがとうございます。

　今まで、第1部の部分で幾つか出てきました

ポイントに関して、パネリストの方々の更なる

御意見とかコメントを頂いたところです。

　ここで、パネリストの方々それぞれが、ここ

をもう少し聞きたいな、あるいは、ここはうち

の取組として取り入れたいのだけれどもみたい

な、そういった感想を抱かれているかと思いま

すけれども、今まで出てきたコメント、あるい

は一部の発表の中で、更に確認したい、あるい

はコメントしたいという点がありましたら、是

非挙手をいただき、御発言をお願いしたいと思

います。 いかがでしょうか。

　浅尾次長、お願いいたします。

（判断の揺れについて）
【浅尾】　国際航業の佐藤課長に質問というか御
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相談なのですけれども、資料53 をご覧くださ

い。 これは弊所の取組ですが、土地・建物の

価格を推定するときに、重回帰分析をやること

があります。 その際、価格を上下させる要因

として建物のグレードが考えられるのですが、

グレードの定量化が難しいので、鑑定士の意見

でグレードを判定して、それを使って重回帰分

析で価格を出せないかという取組をやっていま

す。 結果的には成功したのですが、実は最初4

人の鑑定士でグレード判定をやったところ、相

当意見が分かれてしまいました。AI で地目認

定を行う際にも、実際の自治体の評価結果で学

習させると、同じ地目に見えても違う判断をさ

れているケースなど、判断の揺れがありそうで

すが、どのように対応しているのでしょうか。

【佐藤】　弊社においても路線価の計算時に使用

している路線価比準表の各種要因が、どの程度

路線価に対して影響があるのかを検証する際に

重回帰分析を利用しています。 実際に重回帰

分析を行ってみると、現在使用している路線価

比準表のうち、例えば都市部の自治体のバス停

までの距離など、路線価への影響が小さい項目

を採用していることがあります。 そのような

場合、職員の皆様と路線価を構成する要因とし

て必要な項目なのかという観点で丁寧なすり合

わせを行いながら検証を進めているというのが

実情です。

　特に税務担当の職員様は、実際にその地域に

お住まいの方である場合も多く、長年の経験則

から「あの土地とこの土地は状況が違う」といっ

た貴重な知見をお持ちです。 最終的な判断は、

住民の方、すなわち納税者が納得できるような

経験則や地域の特性を踏まえた部分で折り合い

をつけているというのが実務でございます。

【井出】　よろしいですか。

　ほかのパネリストの方々はいかがでしょう

か。

（民泊等シェアリングエコノミーによる利
用事例の捕捉について）
　それでは、私から東京都の藤原課長にお伺い

します。 先ほど様々なデータを活用していく

必要があるというお話でしたが、東京都の場

合、特例の適用において、民泊やシェアリング

という登記に反映されない用途変更が非常に多

くなってきているというお話でした。 観光と

インバウンドの方々がいろいろな地域で増えて

くると、同じような悩みを抱えることがあると

思います。 外見や登記情報から見えないもの

に関しては、何かこのように対応していけるの

じゃないかといった、お知恵がありましたら、

是非お願いいたします。

【藤原】　確かに東京23区では今、いわゆる民

泊が非常に増えております。 民泊の中でも種

類があって、根拠となる法律によって、住宅用

地の特例の適用が異なります。 今現在ですと、

23区では幾つかの区を除いては、いわゆる民

泊である旅館業の許可施設の一覧や、住宅宿泊

事業法の届出住宅一覧などがホームページで公

開されています。

　ただ、住宅用地の特例適用に当たって、公開

されている情報だけでは不足の場合には、各区

の保健所に対し更に詳細な情報を求めていくと

いう方法で行っているところです。

　観光とインバウンド需要が高まる中で、民泊

と同じように移動手段についてもシェアリング

エコノミーの利用が増えてきております。 利

用箇所の把握にも苦労しておりますけれども、

利用面積、つまり１筆の土地の一部に設置され

た場合に、それが何平米なのかの把握が非常に

困難です。所有者から申告を頂くことにはなっ

ているのですが、税額が上昇する方向に働くこ

とが多いので、なかなか御協力いただけないの

が実情です。

　そこで、申告に頼らず必要な個所の求積がで
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きるような技術が活用できれば業務の効率化が

図られるのではないかと考えております。

【井出】　ありがとうございます。納税者の方々

の御理解と、自発的で積極的な情報提供には難

しいところもあり、制度設計については多くの

課題があります。 しかし、課税の効率化だけ

でなく理解を促進するという意味でも、今後何

らかの形で積極的に進めていかなければならな

い時代になっていると感じました。

（自治体共同での対応について）
　いろいろ御意見いただいたところなのです

が、今後どうなっていくのか、どう進めていけ

ばいいのかという点に視点を移したいと思いま

す。 先ほどの意見交換の中で、例えば東京都

の場合、23区がそれぞれデータを持っている

とか、あるいはチャットボット等でも自治体、

県単位、あるいは全国レベルでできないかと

いったお話がありました。 こういった自治体

の共同事業ということ、プロジェクトというこ

とに関しては、固定資産税では既にいくつかの

取組があります。

　AI を活用した取組について、是非善通寺市

の川口係長から、今後の方向性ということにつ

いて御意見がありましたらお願いいたします。

【川口】　まだ精度向上の取組の中なのですけれ

ども、精度がある程度うちでも確保できたと判

断できたら、ほかの自治体さんにも是非協力を

お願いしたいなと。それは実証実験という形で、

何せ我々だけでしようとすると、どうしても善

通寺市の航空写真や衛星写真、筆界数しか持っ

ていないみたいな状況になるので、それは実際、

ほかのところでやったらどうなるのかみたいな

形を、使っていただけませんかみたいな形で協

力を依頼することにはなるのかなと思っており

ます。

【井出】　具体的に何か計画とかはありますで

しょうか。

【川口】　いや、まだなくて、ただ、開発のと

ころで、開発してくれている学生と一緒に話し

ているのですけれども、そもそも僕が１人でや

る分には、この辺、属人化の弊害みたいなのが

思い切り出てしまうのですが、僕が１人でやる

分には、このデータはこういう形式だから、こ

れとこれを組み合わせてというのがはっきり分

かるけれども、それをいろいろな自治体の人に

使ってもらうというときに、これはこういう前

提のデータを入れるところでしてというような

部分のサービスとして、サービスになるかどう

かはともかく、共同で使いやすいものにするた

めの工夫みたいなのは、そういうノウハウをこ

ちらも全く持っていないので、その辺をどうに

かするためには、一緒に使ってもらえる人たち

というのがどうしても必要になってくるだろう

なと今は思っています。

【井出】　確かにおっしゃるように、データを

たくさん与えて、試行錯誤しながら、適切性や

効率性を確認していく作業が必要だと思いま

す。それらは一つの自治体が単独で行うよりも、

様々な状況にある自治体や団体が一緒に行った

方が、より正確性が高まるという御意見かと思

いました。

（取引事例データの活用について）
　今後の情報の新しい活用の方向性として、取

引情報も含めて、どのように AI の活用、ある

いはデジタル技術を進めていくか、日本不動産

研究所の浅尾次長からお話をいただけたらと思

います。

【浅尾】　売買実例、鑑定業界では取引事例と呼

んでおりますけれども、取引事例に関しては、

取引当事者にアンケート回答していただいてい

る情報ですので、目的外利用に該当しないのか

とか、事例作成にかかっている現地調査等のコ

ストと受益者負担のバランスなど、クリアすべ

き課題はあるのですが、技術的な取組は、それ
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なりに進んでいます。

　簡単に申し上げると、取引事例を使って任意

のポイントの評価ができないかということです

ね。 ただ、これがなかなか難しいです。 とい

うのは、先ほど申し上げましたとおり、取引事

例がどんどん減っており、その結果、恐らく地

域の土地相場とか水準というのが、多分なく

なっていっているのだと思うのですよね。 御

自宅周辺の土地の相場はと聞かれても、坪10

万円とかと言える人って、どんどんなくなって

いると思うのですけれども、相場意識が薄ら

いできている中で、数少ない取引が行われる

と、取引価格の上下のぶれ幅が大きいのですね。

隣同士で倍半分みたいなケースも結構あって、

全然価格が収束していかないという感じがあり

ます。

　なので、今、鑑定士協会の調査研究委員会な

どで研究しているのは、いきなり取引価格から

価格を当てに行こうではなくて、どういう分布

になっているのかというのを可視化して、その

分布の中で、どのように価格を判断したという

ことを可視化して、説明力を上げようというこ

とをやっています。 可視化がまず第１弾とい

うことで、今後、データが少ない中でどこまで

行けるかというのは課題になっています。

【井出】　ありがとうございます。 データが少

なくなってくるということで、様々な面からい

ろいろ見ていかないと判断が難しいということ

が、一つの課題として示されたと思います。

　先ほどの408条のことでも、実地調査が必要

な現状の中で、どのように自治体の共同でした

り、いろいろな取組に DX を導入していくかと

いうことに関して、行政の各分野では、ほかに

どんなことをやっているのか、どのように固定

資産税の取組に応用していけるのか、今後の仕

組みづくりに関して、SHIFT の篠原部長から

御意見いただければと思います。 お願いいた

します。

（自治体共同での対応について）
【篠原】　自治体の共同利用、共同でいろいろな

ものを調達するという取組について、今年いろ

いろな動きがございまして、一つはデジタル庁

でこの夏に、AI の共同利用をやりましょうとい

うことで、源内（げんない）というサービスを

皆さんのところに紹介しております。 これはデ

ジタル庁が開発したジェネレーティブ AI（生成

AI）なので、それをつづめて源内という名称な

のだと思いますけれども、各省庁と自治体の皆

様にもお使いいただきたいということです。

　これは何がいいかというと、ChatGPT はイ

ンターネット環境なので、どうしても業務情報、

内部の情報をそこに出してはいけないというこ

とがございます。 こちらの方はガバメントクラ

ウド上に載っているサービスになりますので、

セキュアな環境が確保されていると。 これをお

使いいただくことによって、内部情報、業務情

報についてもいろいろなやり取りができて、AI

を活用できるといったのが一つあります。

　もう一つは、この6月ぐらいに発表がされた

のですけれども、デジタル活用推進事業債とい

う、皆様がいろいろなシステムの共同調達をさ

れる場合には、国で半分、交付税の措置をしま

すよという措置があります。 これが今、活況

になっていまして、特に内部業務系システムに

活用ができるということで、財務会計とか、人

事給与とか、今まで措置がなかったものについ

てもついており、今回の固定資産評価について

も内部業務になりますので、そういったもの

にも活用ができるのじゃないかなと思います。

ただ、これは共同で調達する必要がありますの

で、県や市町村が共同で取組をする必要がある

かなと思います。

　もう一つは、これもモデル事業で総務省自治

行政局から出ておりますけれども、共同 BPO、
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つまり、複数市町村で共通の事務を切り出して、

そこで共同調達をすれば、これはモデル事業に

なって、費用が実証事業なので全額出ますよと

いうものがあります。 なかなか市町村間の合

意形成が難しいのですけれども、こういったも

のも AI を活用しながら、固定資産評価の事務

を共同でできるということで、インセンティブ

になりますので、やっていただけたらと思って

おります。

　私どもは今、ある県から発注を受けまして、

その県内市町村の共同調達の方針案策定支援業

務をさせていただいておりますけれども、本当

にいろいろなニーズがあると考えておりますの

で、是非ともこのような共同での取組の支援策

に乗っていただければと思います。 共同調達

をやるだけでもコストが大幅に下がる事例があ

ります。 是非ご活用を前向きに検討いただき

たいと思っております。

【井出】　ありがとうございます。 各自治体そ

れぞれ様々な違いがあると思いますが、AI の

活用と正確性を更に高めるということで、デジ

タル化を補完またはサポートする制度がありま

す。 是非本日御参加いただいた皆様は、資料

を持ち帰っていただいて、自らの団体でもこん

な取組ができるのじゃないかと、ボトムアップ

で御提言いただければと思います。

　これまでいろいろデジタル技術の活用で、特

に現況調査ですとか、用途地区や状況類似地域

の判定など、いろいろ話をしてきました。 更

に最後に言っておきたいとか、こういった支援

があればという御意見がありましたら、パネリ

ストの皆様から挙手いただくようにお願いいた

します。 ありますでしょうか。

　川口係長、お願いいたします。

（GIS を活用した不動産鑑定士との情報連
携について）
【川口】　日本不動産研究所の浅尾次長さんに、

これがあれば役に立つのじゃないかなと思った

のが、もしかしたらうちだけの特殊事情かもし

れないのですけれども、不動産鑑定士の先生の

方々がみんなベテランの方々なので、今回のパ

ネルディスカッションに参加してよかったなと

思ったのが、不動産鑑定士の皆さんも、考え

てみれば当たり前なのですけれども、GIS をば

りばり活用してデータ化に取り組んでいらっ

しゃってみたいなことについて、こちらとして

直接は見えていなかったので、鑑定士の先生に

RPA で切り出した写真をわざわざ渡していた

りして、GIS が運用できない前提みたいな形で

渡していた資料もあったのです。

　しかし、今回のパネルディスカッションに来

て、そうか、不動産鑑定士の皆さんって、普通

に考えると GIS を活用しているなというので、

GIS のレイヤーとかデータを渡していいですか

と言ったら、もちろんいいですよという形で、

それを県内の鑑定士と共有しますねという形で

言ってくれて、こんなことならもっと早く言っ

ておけばよかったみたいな。 データを渡した

くないから渡せない、できていないから渡せな

いじゃなくて、相手が使えると知らなかったみ

たいな。 多分、不動産鑑定士の方も、GIS デー

タを直出ししてくれって言わなかったのは、こ

ちらがそうできると知らなかったからみたい

なところも大きいと思うので、そういうとこ

ろ、僕らはみんなデジタル化に取り組んでいて、

GIS を使って AI を使って、データ化に取り組

んでいるよねというのをもっと言っていただけ

たら、こちらも言っていくので、よろしくお願

いします。

【浅尾】　ありがとうございます。 鑑定業界も、

GIS を積極的に使う鑑定士と、それほどでもな

い鑑定士というように、業者ごとにばらつきが

あるのが実情と思います。 ただ、不動産鑑定

士協会連合会で、五、六年前ぐらいだったと思
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うのですが、オープンデータも GIS ベースの

ものが増え、GIS も無料のものが出てきたりし

ましたので、全体の底上げということで、鑑定

評価に使う GIS データを一式用意して会員に

配付するようになっています。 この取組が始

まったのが四、五年前ということで、まだ川口

係長の御期待に100％沿えるかどうかはわかり

ませんが、鑑定士の GIS 利用スキルは上がっ

てきていると思いますので、是非御相談いただ

ければと思います。

【井出】　それぞれの分野で、デジタル技術を

活用していこうという取組が少しずつ進展して

きていますが、横の情報が共有されていないた

め、ばらばらの状態になっていると感じました。

鑑定士の方々もお話ありましたが、自治体の

方々も、そういった委託業者の方々も、是非組

織や業種の枠を超えて意見交換をしていただき

情報共有とディスカッションを定期的に行う場

があれば、デジタル化はもっと進んでいくと感

じた次第です。

　私自身も実は固定資産評価の審査の申出の委

員を長年やっていたのですが、こちらの方も非

常に人材不足で手間もかかり、精神的負担も非

常に大きいです。自治体の方でも客観的なデー

タとその根拠を示していただくと、審査委員会

も助かりますし、納税者の申出に適切に応える

こともできると思います。 デジタル化がます

ます進んでいくことを本当に心より期待したい

と思っております。

（デジタル技術の活用と事務の共同化につ
いて－国の立場から）
　本日いろいろな方面から議論がありました。

国として、今後どういう方向に進めていただけ

るのかということで、今までの議論を踏まえて、

最後に総務省の奥田課長から御発言をお願いい

たします。

【奥田】　先ほど善通寺市で、税務職員が6名か

ら4名になったという話もありました。 実際に

市町村の税務職員が減少しているのが今の状況

でありまして、その減少した体制で土地・家

屋の現況を正確に把握するというのは、非常に

困難になっていくということを認識しておりま

す。

　今日パネリストの方々から紹介いただいたデ

ジタル技術が、日進月歩で進んでいるなという

のを改めて思いました。 私が先ほど紹介した

事例は令和4年度末時点の話でしたけれども、

あれから3年弱たって、デジタル技術がかなり

進んでいるなと。AI の正確性とかも進んでい

るのだと思います。 このような技術を現況把

握に補完的に使う。 どうしても分からないと

ころは職員で確認するのですけれども、これま

では職員が全部確認しなければいけなかったと

ころを、より重点化して確認できるようになる

ということで、デジタル技術の活用は非常に大

事だと思いました。

　また、パネリストの方々から紹介いただいた

事務の共同化の話ですとか、情報がお互い共有

されていないという現状に関して、事務の共同

化が活用される、あるいは情報が共有されるこ

とによって、市町村の土地・家屋の課税事務や、

土地・家屋の現況把握に非常に資するものだと

改めて思いました。 固定資産税制度を所管す

る総務省といたしましては、そのような事例を

しっかり把握して、それをいろいろな媒体を通

じて紹介していくことで、それが最終的に、納

税者の固定資産税の信頼性の確保につながるも

のと思いますので、しっかり取り組んでいきた

いと思います。
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おわりに

【井出】　ありがとうございました。 是非国と

しての支援に期待します。

　ということで、第2部で意見交換をさせてい

ただきましたが、本日は土地の評価の中でも正

確性確保のために、AI とデジタル技術をどう

活用していくかについてお話を進めてまいりま

した。 特に衛星画像を活用した現況地目の修

正をどのようにフォローアップしていくか、あ

るいは負担調整措置や住宅用地特例などの適用

をどのようにより効率的に進めていくかという

ことでした。 様々な御意見が出ましたが、実

は衛星画像だけでなく、たくさんのいろいろな

活用できるデータがあって、それぞれの分野、

それぞれの自治体の方々が今、個別にいろいろ

取組をされているところですということが明ら

かになったと思います。

　自治体の方々は、是非国あるいは県の支援も

得て、内部の他の部署や他の自治体とも情報交

換しながらまず実証実験に参加し、できるとこ

ろから進めていき、システムを調整しながら、

自分たちでより良いレベルに高めていくのだと

いう積極的姿勢で進めていっていただけると、

多様化する納税者の期待にも応えることができ

るのではないかと感じました。

　本日のパネルディスカッションは、土地の評

価・課税の正確性確保について、パネリスト

の方々から御意見を頂きました。 是非これが、

御参加のフロアの方々の日常の業務や今後の方

向性について、貴重な一石になればと思いまし

た。 本日は御参加、どうもありがとうござい

ました。




